
一

（
財
政
金
融
委
員
会
） 

租
税
特
別
措
置
法
及
び
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一

 

部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
第
二
百
十
八
回
国
会
衆
第
一
号
）
（
衆
議
院
提
出
）
要
旨

　

本
法
律
案
は
、
現
下
の
揮
発
油
の
価
格
の
高
騰
か
ら
国
民
生
活
及
び
国
民
経
済
を
守
る
た
め
、
揮
発
油
税
及
び
地
方
揮
発
油

税
の
税
率
の
特
例
を
廃
止
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 

一
、
揮
発
油
税
及
び
地
方
揮
発
油
税
の
「
当
分
の
間
税
率
」
の
廃
止
等

 

　
　

揮
発
油
税
及
び
地
方
揮
発
油
税
の
「
当
分
の
間
税
率
」
は
廃
止
す
る
も
の
と
し
、
こ
れ
に
関
連
す
る
規
定
を
削
除
す
る
。

二
、
揮
発
油
税
及
び
地
方
揮
発
油
税
の
税
率
の
特
例
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置 

  

　

一
定
の
揮
発
油
の
製
造
者
等
が
揮
発
油
税
及
び
地
方
揮
発
油
税
の
税
率
の
特
例
の
廃
止
時
に
所
持
す
る
一
定
の
揮
発
油
に

 

つ
い
て
、
所
定
の
手
続
に
基
づ
き
、
税
率
の
差
額
分
を
控
除
・
還
付
す
る
経
過
措
置
を
講
ず
る
。

三
、
揮
発
油
税
及
び
地
方
揮
発
油
税
の
税
率
の
特
例
の
廃
止
を
踏
ま
え
た
軽
油
引
取
税
の
税
率
の
特
例
に
関
す
る
措
置 

  

　

国
は
、
軽
油
引
取
税
の
「
当
分
の
間
税
率
」
に
つ
い
て
、
財
源
の
確
保
、
地
方
財
政
へ
の
配
慮
等
に
加
え
、
軽
油
引
取
税

に
特
有
の
実
務
上
の
課
題
に
適
切
に
対
応
し
た
上
で
、
軽
油
の
卸
売
価
格
の
抑
制
を
目
的
と
し
て
国
が
交
付
す
る
補
助
金
に



二

代
え
て
、
令
和
八
年
四
月
一
日
に
廃
止
す
る
も
の
と
し
、
こ
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

四
、
安
定
財
源
の
確
保
の
方
針 

  

　

国
は
、
揮
発
油
税
及
び
地
方
揮
発
油
税
並
び
に
軽
油
引
取
税
の
「
当
分
の
間
税
率
」
の
廃
止
の
た
め
の
安
定
財
源
の
確
保

 

に
つ
い
て
は
、
次
の
方
針
に
基
づ
き
検
討
を
行
い
、
結
論
を
得
る
も
の
と
す
る
。

　

１　

徹
底
し
た
歳
出
の
見
直
し
等
の
努
力
に
よ
る
財
源
の
確
保
を
前
提
と
し
つ
つ
、
法
人
税
関
係
特
別
措
置
の
見
直
し
、
極

 

め
て
高
い
所
得
に
対
す
る
負
担
の
見
直
し
等
の
税
制
措
置
を
検
討
し
、
令
和
七
年
末
ま
で
に
結
論
を
得
る
。

　

２　

道
路
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
社
会
資
本
の
保
全
の
重
要
性
等
に
も
留
意
し
つ
つ
、
安
定
財
源
を
確
保
す
る
た
め
の
具
体

 

的
な
方
策
を
引
き
続
き
検
討
し
、
こ
の
法
律
の
公
布
後
お
お
む
ね
一
年
を
目
途
に
結
論
を
得
る
。

　

３　

地
方
の
安
定
財
源
の
確
保
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
な
方
策
を
引
き
続
き
検
討
し
、
速
や
か
に
結
論
を
得
る
。
そ
の
際
、

 

地
方
の
財
政
運
営
に
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
、
地
方
財
政
措
置
に
お
い
て
適
切
に
対
応
す
る
。

五
、
施
行
期
日 

  

　

こ
の
法
律
は
、
令
和
七
年
十
二
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
三
及
び
四
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　

な
お
、
本
法
律
施
行
に
伴
う
平
年
度
の
租
税
減
収
見
込
額
は
、
約
一
兆
二
百
五
億
円
で
あ
る
。


